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はじめに 

 

情報化施工は、情報通信技術の適用により高効率・高精度な施工を実現するものであり、工事施

工中においては、施工管理データの連続的な取得を可能とするものである。そのため、施工管理に

おいては従来よりも多くの点で品質管理が可能となり、これまで以上の品質確保が期待される。 

施工者においては、実施する施工管理にあっては、施工管理データの取得によりトレーサビリテ

ィが確保されるとともに、高精度の施工やデータ管理の簡略化・書類の作成に係る負荷の軽減等が

可能となる。また、発注者においては、従来の監督職員による現場確認が施工管理データの数値チ

ェック等で代替可能となるほか、検査職員による出来形・品質管理の規格値等の確認についても数

値の自動チェックが今後可能となるなどの効果が期待される。 

 

本要領は、ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理技術を土工に適用し、施工管理を面的

に行う場合に必要な事項についてとりまとめたものであり、レーザースキャナーや空中写真測量で

欠測があった場合の補足やそれに準じる小規模土工の測量を想定したものである。これらの用途以

外への利用を妨げるものではないが、ＴＳを用いた出来形管理要領等の従来方法の方が効率的な場

合もあるため、現場状況に応じて適切に選択されたい。 

 

本管理要領を用いた施工管理の実施にあたっては、本管理要領の主旨、記載内容をよく理解する

とともに、実際の施工管理においては、機器の適切な調達及び管理等を行うとともに、適切な施工

管理の下で施工を行うものとする。 

今後、現場のニーズや本技術の活用目的に対し、更なる機能の開発等技術的発展が実現されるこ

とが期待され、その場合、本管理要領も適宜内容を改善していくこととしている。 

なお、本管理要領は発注者が行う監督・検査に関する要領と併せて作成しており、監督・検査に

ついては、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）」を参

照していただきたい。 
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第１編 共通編 

第１章 総則 

第１節 総則 

１－１－１ 目 的 

本管理要領は、施工管理データを搭載したノンプリズム方式のトータルステーション（以

下、「ＴＳ（ノンプリズム方式）」という。）による出来形管理が、効率的かつ正確に実施され

るために、以下の事項について明確化することを主な目的として策定したものである。 

1）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形計測の基本的な取扱い方法や計測方法 

2）計測点群データの処理方法 

3）各工種における出来形管理の方法と具体的手順、出来形管理基準及び規格値 

【解説】 

本管理要領は、ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形計測及び出来形管理・出来高算出の

方法を規定するものである。 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測は、被計測対象の地形を概ね等間隔に取得した出

来形計測点群（３次元座標値）から、３次元ＣＡＤや同様のソフトウェアを用いて、出来形を面

的に把握、出来高数量などを容易に算出することが可能となり、従来の巻尺・レベルによる幅・

長さの計測や、高さの計測は不要である。 

以上のようにＴＳ（ノンプリズム方式）及び３次元データが扱えるソフトウェア等の利用効果

は大きいが、ソフトウェアを用いた大量の計測点群データ処理が必要なことから、従来の巻尺・

レベルによる出来形管理の方法とは異なる出来形計測手順や管理基準を明確に示す必要がある。 

受注者のＴＳ（ノンプリズム方式）による
出来形管理作業フロー

受注者の実施項目

①工事測量
②工事基準点設置
③設計照査

工事測量による補正

３次元設計データ入力

施工計画書

準備工

（施 工）

出来形計測

出来形帳票作成等

・ＴＳ（ノンプリズム方式）本体
・点群処理ソフトウェア
・基本設計データ作成ソフトウェア
・３次元設計データ作成ソフトウェア
・出来形帳票作成ソフトウェア
・出来高算出ソフトウェア

①施工計画書の作成

②機器の手配

③工事基準点の設置

⑥ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測・出来形管理

⑦点群処理ソフトウェアによるデータ処理

⑧出来形および出来高の確認

⑨電子成果品の納品

④「３次元設計データ作成ソフトウェア」による３次元設計データ作成

・現況地形の３次元化

・３次元設計データの作成範囲（監督職員との協議）

⑤精度確認試験

 

図 １-１ ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測の手順 
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１－１－２ 適用の範囲 

本管理要領は、受注者が行うＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形計測及び出来形管

理に適用する。 

【解説】 

1）測定方法 

本管理要領では、ＴＳ（ノンプリズム方式）以外のＴＳ（プリズム方式）やＲＴＫ－ＧＮＳ

Ｓ、レーザースキャナー、空中無人航空機（ＵＡＶ）等による出来形の測定方法については対

象外とする。 

2）対象となる作業の範囲 

本管理要領で示す作業の範囲は、図１－２の実線部分（施工計画、準備工の一部、出来形計

測及び完成検査準備、完成検査）で、ＩＣＴ活用工事におけるレーザースキャナーや空中写真

測量で欠測があった場合の補足やそれに準じる小規模土工の測量を想定したものである。こ

れらの用途以外への利用を妨げるものではないが、ＴＳを用いた出来形管理要領等の従来方

法の方が効率的な場合もあるため、現場状況に応じて適切に選択されたい。また、ＴＳ（ノン

プリズム方式）を用いた出来形の把握、出来高の確認は施工全体の工程管理や全体マネジメン

トに有効であり、図１－２の破線部分（工事測量・丁張り設置、施工）においても、作業の効

率化が期待できる。作業の効率化は情報化施工の目的に合致するものであり、本管理要領はま

た、ＴＳ（ノンプリズム方式）を日々の出来形把握、出来高把握等の自主管理等に活用するこ

とを何ら妨げない。 
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図 １-２ 本管理要領の対象となる業務の範囲 
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１－１－３ 本管理要領に記載のない事項 

本管理要領に定められていない事項については、以下の基準によるものとする。 

1）「土木工事共通仕様書」（国土交通省各地方整備局） 

2）「土木工事施工管理基準及び規格値」（国土交通省各地方整備局） 

3）「写真管理基準(案)」（国土交通省各地方整備局） 

4）「土木工事数量算出要領(案)」（国土交通省各地方整備局） 

5）「工事完成図書の電子納品等要領」（国土交通省） 

6）「国土交通省 公共測量作業規程」（国土交通省） 

7）「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)（案）」（国

土交通省） 

注 1）上記基準類の名称は各地方整備局で若干異なります。 

注 2)「国土交通省 公共測量作業規程」（国土交通省）は、「作業規程の準則」を準用する。 

【解説】 

本管理要領は、「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準及び規格値」、「写真管理基準

（案）」及び「土木工事数量算出要領」で定められている基準に基づき、ＴＳ（ノンプリズム方式）

を用いた出来形管理の実施方法、管理基準等を規定するものとして位置づける。本管理要領に記

載のない事項については関連する基準類に従うものとする。 
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１－１－４ 用語の解説 

本管理要領で使用する用語を以下に解説する。 

【ＴＳ】 

トータルステーション（Total Station）の略。１台の機械で角度（鉛直角・水平角）と距離

を同時に測定することができる電子式測距測角儀のことである。計測した角度と距離から未知

点の座標計算を瞬時に行うことができ、計測データの記録及び外部機器への出力ができる。 

【ＴＳ（プリズム方式）】 

トータルステーションを用いた計測手法のうち、被計測箇所にター

ゲットとなるプリズムを設置して計測する方法のこと。プリズムに照

準を合わせ、プリズムからの反射光により測距する方法。利用するプ

リズムには１素子型や全周型などがある。 

【ＴＳ（ノンプリズム方式）】 

トータルステーションを用いた計測手法のうち、ターゲットとなる

プリズムを利用せず被計測対象からの反射波を利用して測距する方

法。 

【ＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite System／汎地球測位航法衛星システム）】 

人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称。米国が運営するＧＰ

Ｓ以外にも、ロシアで開発運用している GLONASS、ヨーロッパ連合で運用している Galileo、日

本の準天頂衛星（みちびき）も運用されている。 

【ＲＴＫ－ＧＮＳＳ】 

ＲＴＫとは、リアルタイムキネマティックの略で、衛星測位から発

信される搬送波を用いた計測手法である。既知点と移動局にＧＮＳＳ

のアンテナを設置し、既知点から移動局への基腺ベクトル解析により、

リアルタイムに移動局の座標を計算することができる。 

【ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳ】 

ＲＴＫ－ＧＮＳＳで利用する基地局を仮想点として

擬似的に作成することで、基地局の設置を削減した計測

方法のこと。全国に設置された電子基準点のデータを元

に、移動局の近隣に仮想的に基地局を作成し、基地局で

受信するデータを模擬的に作成する。これを移動局に配

信することでＲＴＫ－ＧＮＳＳを実施可能となる。この

ため、既知点の設置とアンテナは不要だが、仮想基準点

の模擬的な受信データ作成とデータ配信、通信料に関す

る契約が別途必要となる。 

【キネマティック法】 

キネマティック法とは、図のようにＧＮＳＳ受信機を固定点に据付

け（固定局）、他の１台を用いて他の観測点を移動（移動局）しながら、

固定点と観測点の相対位置（基線ベクトル）を求める方法である。 
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【ＧＮＳＳローバー】 

ネットワーク型ＲＴＫ法による単点観測法で用いるＧＮＳＳ受信機を備えた計測機器。 

【３次元設計データ】 

３次元設計データとは、道路中心線形または法線（平面線形、縦断線形）、出来形横断面形状、

工事基準点情報及び利用する座標系情報など設計図書に規定されている工事目的物の形状と

ともに、それらをＴＩＮなどの面データで出力したものである。 

【ＴＩＮデータ】 

ＴＩＮ（不等三角網）とは 、Triangular Irregular Network の略。ＴＩＮは、地形や出来

形形状などの表面形状を３次元座標の変化点標高データで補間する最も一般的なデジタルデ

ータ構造である。ＴＩＮは、多くの点を３次元上の直線で繋いで三角形を構築するものである。

ＴＩＮは、構造物を形成する表面形状の３次元座標の変化点で構成される。 

【３次元設計データの構成要素】 

３次元設計データの構成要素は、主に、平面線形、縦断線形、横断面形状であり、これらの

構成要素は、設計成果の線形計算書、平面図、縦断図及び横断図から仕上がり形状を抜粋する

ことで、必要な情報を取得することができる。３次元設計データは、これらの構成要素を用い

て面的な補間計算を行い、ＴＩＮで表現されたデータである。図に３次元設計データと作成す

るために必要な構成要素を示す。 

 

 

図 １-３ ３次元設計データのイメージ（道路土工の場合） 

 

【道路中心線形】 

道路の基準となる線形のこと。平面線形と縦断線形で定義され、３次元設計データの構成要

素の一つとなる。 

【法線】 

堤防、河道及び構造物等の平面的な位置を示す線のこと。平面線形と縦断線形で定義され、

基本設計データの一要素となる。 

【平面線形】 

平面線形は、道路中心線形または法線を構成する要素の１つで、道路中心線形または法線の

平面的な形状を表している。道路中心線形の場合、線形計算書に記載された幾何形状を表す数

値データでモデル化している。平面線形の幾何要素は、道路中心線形の場合、直線、円曲線、

緩和曲線（クロソイド）で構成され、それぞれ端部の平面座標、要素長、回転方向、曲線半径、

クロソイドのパラメータで定義される。 
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【縦断線形】 

縦断線形は、道路中心線形または法線を構成する要素の１つで、道路中心線形または法線の

縦断的な形状を表している。縦断形状を表す数値データは縦断図に示されており、縦断線形の

幾何要素は、道路中心線形の場合、縦断勾配変位点の起点からの距離と標高、勾配、縦断曲線

長または縦断曲線の半径で定義される。 

【出来形横断面形状】 

平面線形に直交する断面での、土工仕上がり、法面等の形状である。現行では、横断図とし

て示されている。 

【計測点群データ（ポイントファイル）】 

ＴＳ（ノンプリズム方式）で計測した地形や地物を示す３次元座標値の点群データ。CSV や

LandXML などで出力される点群処理ソフトウェアなどでのデータ処理前のポイントのデータで

ある。 

【出来形評価用データ（ポイントファイル）】 

ＴＳ（ノンプリズム方式）で計測した計測点群データから不要な点を削除したポイントデー

タである。専ら出来形の評価と出来形管理資料に供する。 

【出来形計測データ（TIN ファイル）】 

ＴＳ（ノンプリズム方式）で計測した計測点群データから不要な点を削除し、不等三角網の

面の集合体として出来形地形としての面を構築したデータのことをいう。数量算出に利用する。 

【起工測量計測データ（TIN ファイル）】 

ＴＳ（ノンプリズム方式）で計測した計測点群データから不要な点を削除し、不等三角網の

面の集合体として着工前の地形としての面を構築したデータのことをいう。数量算出に利用す

る。 

【岩線計測データ（TIN ファイル）】 

ＴＳ（ノンプリズム方式）で計測した計測点群データから不要な点を削除し、不等三角網の

面の集合体として岩区分境界としての面を構築したデータのことをいう。数量算出に利用する。 

【出来形管理資料】 

３次元設計データと出来形評価用データを用いて、設計面と出来形評価用データの各ポイン

トの離れ等の出来形管理基準上の管理項目の計算結果（標高較差の平均値など）と出来形の良

否の評価結果、及び設計面と出来形評価用データの各ポイントの離れを表した分布図を整理し

た帳票、もしくは３次元モデルをいう。 

【点群処理ソフトウェア】 

計測した３次元座標点群から樹木や草木、建設機械や仮設備等の不要な点を除外するソフト

ウェアである。また、整理した３次元座標の点群を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に

調整したポイントデータ、及び当該点群にＴＩＮを配置し、３次元の出来形計測結果を出力す

るソフトウェアである。 

【３次元設計データ作成ソフトウェア】 

３次元設計データ作成ソフトウェアは、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を示す

３次元設計データを作成、出力するソフトウェアである。 
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【出来形帳票作成ソフトウェア】 

３次元設計データと出来形評価用データを入力することで、設計面と出来形評価用データの

各ポイントの離れの算出と良否の判定が行える情報を提供するとともに、計測結果を出来形管

理資料として出力することができる。 

【出来高算出ソフトウェア】 

起工測量結果と、３次元設計データ作成ソフトウェアで作成した３次元設計データ、あるい

は点群処理ソフトウェアで算出した出来形結果を用いて出来高を算出するソフトウェアであ

る。 

【オリジナルデータ】 

使用するソフトウェアから出力できるデータのことで、使用するソフトウェア独自のファイ

ル形式あるいは、オープンなデータ交換形式となる。例えば、LandXML は、2000 年１月に米国

にて公開された土木・測量業界におけるオープンなデータ交換形式である。 

【工事基準点】 

監督職員より指示された基準点を基に、受注者が施工及び施工管理のために現場及びその周

辺に設置する基準点をいう。 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

１－１－５ 施工計画書 

受注者は、施工計画書及び添付資料に次の事項を記載しなければならない。 

1）適用工種 

適用工種に該当する工種を記載する。適用工種は、「２－１－１ 適用の範囲」及び「２

－２－１ 適用の範囲」を参照されたい。 

2）適用区域 

本管理要領による、３次元計測範囲、出来形管理を行う範囲を記載する。 

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値、出来形管理写真基準 

契約上必要な出来形計測を実施する出来形管理箇所を記載する。また、該当する出来

形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準を記載する。 

4）使用機器・ソフトウェア 

ＴＳ（ノンプリズム方式）の計測性能、機器構成及び利用するソフトウェアを記載す

る。 

【解説】 

1）適用工種 

本管理要領による適用工種に該当している工種を記載する。 

2）適用区域 

本管理要領により、３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の土工範

囲を示し、本管理要領による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基準及び規格値」による出

来形管理範囲を塗り分ける。 

３次元計測範囲は土工部分を周囲に 5m 程度広げた範囲を基本とし、施工エリア全体として

もよい。 

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準 

「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた出来形計測箇所を記

載する。自主管理するための任意の計測箇所については、記載不要である。 

また、ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理を行う範囲については、本管理要領に

基づく出来形管理基準及び規格値、出来形管理写真基準を記載する。 

4）使用機器・ソフトウェア 

ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理を効率的かつ正確に実施するためには、必要

な性能を有し適正に管理されたＴＳ（ノンプリズム方式）及び必要かつ確実な機能を有するソ

フトウェアを利用することが必要である。受注者は、施工計画書に使用する機器構成を記載す

るとともに、その機能・性能などを確認できる資料を添付する。 

① 機器構成 

受注者は、本管理要領を適用する出来形管理で利用する機器及びソフトウェアについて、

施工計画書に記載する。 

② ＴＳ（ノンプリズム方式）本体 

受注者は、出来形管理用に利用するＴＳ（ノンプリズム方式）本体が下記と同等以上の計

測性能を有し、適正な精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出す

る。 
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測定精度：計測範囲内で平面精度±20mm、鉛直精度±20mm 以内 

・・・別添様式－２による精度確認試験を行うこと。 

ａ．ＴＳ（ノンプリズム方式）の計測精度に関する仕様の記載方法も標準化されていない。

このため、本管理要領では、各現場の制約条件を考慮し計測範囲内で平面精度±20mm、鉛

直精度以内±20mm 以内の機器を利用できることとし、精度について現場での計測により確

認することとした。精度確認については、第２編第４章に示す現場精度確認を実施し、そ

の記録を提出する。 

b．精度管理について、校正証明書あるいは検査成績書により、適正な精度管理（有効期限内）

であることが明記されている資料を添付する。 

③ ソフトウェア 

受注者は、本管理要領に対応する機能を有するソフトウェアであることを示すメーカの

カタログあるいはソフトウェア仕様書を、施工計画書の添付資料として提出する。 
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１－１－６ 監督職員による監督の実施項目 

本管理要領を適用した、ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理における監督職員の

実施項目は、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）

（案）」の「5．監督職員の実施項目」による。 

【解説】 

監督職員は、本管理要領に記載されている内容を確認及び把握をするために立会し、または資

料等の提示を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 

受注者は、監督職員による本管理要領に記載されている内容を確認、把握、及び立会する上で

必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。 

監督職員の実施項目は下記に示すとおりである。 

1）施工計画書の受理・記載事項の確認 

2）基準点の指示 

3）設計図書の３次元化の指示 

4）工事基準点等の設置状況の把握 

5）３次元設計データチェックシートの確認  

6）精度確認試験結果報告書の把握 

7）出来形管理状況の把握 
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１－１－７ 検査職員による検査の実施項目 

本管理要領を適用した、ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理における検査職員の

実施項目は、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）

（案）」の「6．検査職員の実施項目」による。 

【解説】 

本管理要領の実施に係る工事実施状況の検査では、施工計画書等の書類により監督職員との所

定の手続きを経て、出来形管理を実施したかを検査する。 

出来形の検査に関して、出来形管理資料の記載事項の検査を行う。 

また、出来形数量の算出においても、本管理要領で算出された数量を用いてよいものとする。 

受注者は、当該技術検査について、監督職員による監督の実施項目の規定を準用する。 

検査職員の実施項目は下記に示すとおりである。 

1）出来形計測に係わる書面検査 

・ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理に係わる施工計画書の記載内容 

・設計図書の３次元化に係わる確認 

・ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理に係わる工事基準点等の測量結果等 

・３次元設計データチェックシートの確認 

・ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理に係わる精度確認試験結果報告書の確認 

・ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理に係わる「出来形管理図表」の確認 

・品質管理及び出来形管理写真の確認 

・電子成果品の確認 

2）出来形計測に係わる実地検査 

・検査職員が任意に指定する箇所の出来形検査 
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第２節 ＴＳ（ノンプリズム方式）による測定方法 

１－２－１ 機器構成 

本管理要領で用いるＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理のシステムは、以下の機

器で構成される。 

1）ＴＳ（ノンプリズム方式）本体 

2）点群処理ソフトウェア 

3）３次元設計データ作成ソフトウェア 

4）出来形帳票作成ソフトウェア 

5）出来高算出ソフトウェア 

【解説】 

図１－４にＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理で利用する機器の標準的な構成を示

す。 

1）ＴＳ（ノンプリズム方式）本体 

ＴＳ（ノンプリズム方式）本体は、本体からターゲットとなるプリズムを利用せず被計測対

象からの反射波を利用して計測対象の相対的な位置座標を取得する。 

2）点群処理ソフトウェア 

ＴＳ（ノンプリズム方式）等の３次元計測機器で取得した複数回の３次元点群の結合や、３

次元座標の点群から樹木や草木、建設機械や仮設備等の不要な点を除外するソフトウェアで

ある。また、整理した３次元座標の点群にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、３次元の出来形計

測結果を出力するソフトウェアである。なお、ソフトウェアを動作するためのパソコンは、性

能によっては、データ処理に膨大な時間を要する場合もあるため、ソフトウェアの推奨動作環

境（CPU,GPU,メモリなど）に留意すること。 

3）３次元設計データ作成ソフトウェア 

３次元設計データ作成ソフトウェアは、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を示

す３次元設計データを作成・出力するソフトウェアである。 

4）出来形帳票作成ソフトウェア 

3）で作成した３次元設計データと、2）で算出した出来形評価用データの各ポイントの離れ

を算出することで、出来形の良否判定が可能な出来形分布図などを作成するソフトウェアで

ある。 

5）出来高算出ソフトウェア 

別途計測した起工測量結果と、3）で作成した３次元設計データ、あるいは、2）で算出した

出来形結果を用いて出来高を算出するソフトウェアである。 
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出来形管理資料

①ＴＳ（ノンプリズム方式）本体

計測点群データ

②点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

出来形計測データ等
（TINファイル）

④出来形調査票作成ソフトウェア

⑤出来高算出ソフトウェア

出来形管理資料
（設計と出来形の差）

③３次元設計データソフトウェア
TS出来形管理用の基本設計データ

を利用・変換してもよい。
曲線部などの補完に留意すること。

３次元設計データ

 
図 １-４ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理機器の構成例 
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１－２－２ ＴＳ（ノンプリズム方式）本体の計測性能及び精度管理 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測で利用するＴＳ（ノンプリズム方式）本体は

下記の測定精度と同等以上の性能を有し、適正な精度管理が行われている機器であること。

受注者は、本管理要領に基づいて出来形管理を行う場合は、利用するＴＳ（ノンプリズム方

式）の性能について、監督職員に提出すること。以下に、出来形管理で利用するＴＳ（ノン

プリズム方式）に要求される性能基準を示す。 

計測範囲内で平面精度±20mm、鉛直精度±20mm 以内 

（第２編 第４章 ＴＳ（ノンプリズム方式）の精度確認試験実施手順書及び試験結果報告

書による現場確認を行うこと。） 

【解説】 

1）計測性能 

利用前に以下のＴＳ（ノンプリズム方式）の計測性能について、現状では定められた機器仕

様の記述様式、機器検定手法がないことから、確認を行うこととする。 

a.計測点を用いた精度確認：受注者は、計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上とな

る位置に 2 点以上の計測点を設定し、ＴＳ（プリズム方式）による計測とＴＳ（ノンプリズ

ム方式）による計測を行い、ＴＳ（プリズム方式）による計測値の差が平面精度±20mm、鉛

直精度±20mm 以内であるかを確認する。（詳細は第２編 第４章 ＴＳ（ノンプリズム方式）

の精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書 精度確認試験実施手順に記載）。受注者は、

ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の実施前に上記の精度確認試験を実施し、そ

の結果について、別添様式－２を用いて提出する。 

b.事前確認の実施：a.の現場での計測性能の確認以外に、上記と同様の手法で事前確認を実施

してもよい。この場合は、出来形計測の実施前の６ヶ月以内に実施した確認結果を別添様式

－２にて提出すること。 

2）精度管理 

ＴＳ（ノンプリズム方式）の管理が適正に行われていることを確認する書類（校正証明書あ

るいは検査成績書）を提出する。 

 

 

 

 



 

15 

１－２－３ 点群処理ソフトウェア 

本管理要領で利用する点群処理ソフトウェアは、計測点群データから樹木や草木、仮設構

造物などの出来形とは関係のない不要点を除外する機能や、３次元の出来形評価用データ及

び出来形計測データを出力する機能を有していなければならない。 

【解説】 

取得される大量の計測点群データには出来形管理には関係のない部分の地形や構造物、樹木や

草木、建設機械や作業員、仮設構造物などの不要な点やノイズなどが含まれており、必要な計測

データだけを抽出することが必要となる。不要点の排除にあたっては、不要な点のみを抽出し、

本来の出来形データまで削除しないように配慮する必要がある。以下に本管理要領に基づくデー

タ処理の概念とデータ処理に必要な主な機能を示す。 

 

1）計測データの不要点削除 

① 対象範囲外のデータ削除 

計測点群データには、被計測対象物以外の構造物のデータを含んでいる。そこで、計測結

果から不要な計測データを削除する作業を行う。 

削除の方法は、点群処理ソフトウェアを用い、計測点群データの３次元的な鳥瞰図を見な

がら、対象範囲外のデータかどうかを目視確認し、選択、削除する方法が一般的である。 

 

図 １-５ 対象範囲外のデータ削除 

 

② 点群密度の変更（データの間引き） 

計測点群データを組み合わせた結果には計測結果の重複や点群密度のバラツキがある。

すべての計測点群データを利用してもよいが、全てのデータを用いることでコンピュータ

の処理を著しく低下させてしまう場合は、類似の座標データから代表点を抽出して点群密

度を減らす作業を行ってもよい。 

出来形計測データについては、１m2 あたり１点以上、数量算出に用いる岩線計測データ

及び起工測量計測データについては、0.25m2 あたり１点以上、出来形評価用データとして

は１m2 あたり１点以上の点密度が確保できる程度まで点群密度を減らしてよい。密度の変

更方法は、用途によって様々な手法が開発されているが、座標値を変更するような処理をと

ってはならない。例えば、平面範囲（例えば出来形評価の計測密度である１m2 以内で鉛直

方向の最下点や中央値を抽出することはよいが、平均処理を行ってはならない。 
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2）面データ（出来形計測データ、起工測量計測データ、岩線計測データ）の作成 

計測点群データの不要点削除が終了した点群を対象にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、地形

や岩区分境界あるいは出来形の面データを作成する。自動でＴＩＮを配置した場合に、現場の

出来形形状と異なる場合は、ＴＩＮの結合方法を手動で変更してもよい。 

 

図 １-６ 計測点群データをＴＩＮデータに変換する方法 
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１－２－４ ３次元設計データ作成ソフトウェア 

３次元設計データ作成ソフトウェアは、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を示

す３次元設計データを作成・出力することができ、以下の機能を有することとする。 

1）３次元設計データ等の要素読込（入力）機能 

2）３次元設計データ等の確認機能 

3）設計面データの作成機能 

4）３次元設計データの作成機能 

5）座標系の変換機能 

6）３次元設計データの出力機能 

【解説】 

面的な出来形管理及び数量算出を実現するためには、基準となる３次元設計データを作成でき、

作成した設計データと設計図面との照合確認が可能な３次元設計データ作成ソフトウェアが必要

となる。ここでいう３次元設計データは、中心線形データ、横断形状データ、及び構造物を形成

する表面形状の３次元座標の変化点で構成される「ＴＩＮデータ」で表現される。 

 

1）３次元設計データ等の要素読込（入力）機能 

① 座標系の選択機能 

３次元設計データの座標系を選択する機能。 

② 平面線形の読込（入力）機能 

設計図面に示される法線の平面線形を読込（入力）できる機能。なお、線形の幾何要素は、

直線区間（開始点、終了点）と曲線区間（開始点、ＩＰ点、終了点）等で定義される。 

③ 縦断線形の読込（入力）機能 

設計図面に示される法線の縦断線形を読込（入力）できる機能。なお、線形の幾何要素は、

縦断勾配変化点の累加距離、標高、縦断曲線長（または縦断曲線半径）で定義される。 

④ 横断形状の読込（入力）機能 

設計図面に示される横断形状を読込（入力）できる機能。なお、横断形状の幾何要素は、

中心線形（平面線形）を基準に、センターからの離れ距離（起点からの終点に向け右側を＋、

左側を－）と勾配（あるいは比高）などで定義される。 

⑤ 現況地形データの読込（入力）機能 

起工測量で得られた計測点群データあるいは面データを読込（入力）できる機能。 

2）３次元設計データ等の確認機能 

上記 1）で読み込んだ（入力した）中心線形データ（平面線形データ、縦断線形データ）、横

断形状データと出力する３次元設計データを重畳し、同一性を確認するために入力値比較や

３次元表示が確認できる機能。 

3）設計面データの作成機能 

上記 1）で読み込んだ（入力した）３次元設計データの幾何要素から設計の面データを作成

する機能。本管理要領でいう面データは、ＴＩＮ（不等辺三角網）データとする。 
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4）３次元設計データの作成機能 

上記 3）で読み込んだ設計面データと起工測量データに基づく、３次元設計データを作成す

る機能。 

5）座標系の変換機能 

３次元設計データを、上記 1）で選択した座標系に変換する機能。 

6）３次元設計データの出力機能 

上記 4）～5）で作成・変換した３次元設計データを LandXML 形式や使用するソフトウェア

等のオリジナルデータで出力する機能。 
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１－２－５ 出来形帳票作成ソフトウェア 

本管理要領で利用する出来形帳票作成ソフトウェアは、取得した出来形評価用データと３

次元設計データの面データとの離れを算出し、出来形管理基準上の管理項目の計算結果（標

高較差の平均値等）と出来形の良否の評価結果、及び設計形状の比較による出来形の良否判

定が可能な出来形分布図を出力する機能を有していなければならない。 

【解説】 

３次元出来形評価用データと３次元設計データを重ねて表示し、３次元設計面と出来形評価用

データの各ポイントとの離れ（標高較差あるいは水平較差）により出来形の良否判定を行う。出

来形管理基準上の管理項目の計算結果（標高較差の平均値等）と出来形の良否の評価結果、及び

設計面と出来形評価用データの各ポイントの離れを評価範囲の平面図上にプロットした分布図を

整理した帳票（出来形管理図表）、もしくは属性情報として出来形管理基準上の管理項目の計算結

果を表示できる３次元モデルのビューアファイルを出来形管理資料として出力する。 

 

1）出来形管理基準上の管理項目の計算結果の出力 

① ３次元設計データから管理を行うべき範囲（平場、天端、法面（小段含む）の部位別）を抽

出する。 

② 部位別に３次元設計データと出来形評価用データの各ポイントとの離れ（標高較差あるい

は水平較差）を計算し、平均値、最大値、最小値、データ数、評価面積及び棄却点数を出力

する。標高較差は、各ポイントの標高値と、平面座標と同じ設計面上の設計標高値との差分

として算出し、水平較差は、当該ポイントを含み、かつ「法面や構造物の位置をコントロー

ルする線形」に直交する平面上で設計面の横断を見たとき、当該ポイントと同一標高値の横

断上の点との距離として算出する。 

ここで「法面や構造物の位置をコントロールする線形」とは、道路中心、幅員中心、堤防法

線、並びに法肩や法尻及び道路端部を結ぶ線形のことをいう。 

③ 「１－５－１ 出来形管理資料の作成」にある出来形管理図表の様式を満足する項目を表形

式で印刷、または３次元モデルの属性情報として表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-７ 水平較差の算出ロジックのイメージ  図 １-８ 位置をコントロールする線形 

 

 

  

計測点を含み
中心線形に直
行する断面

水平較差
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2）出来形分布図 

① ３次元設計データから管理を行うべき範囲（平場、天端、法面（小段含む）の部位別）を抽

出する。 

② 部位別に３次元設計データと出来形評価用データの離れの計算結果を出来形評価用データ

のポイント毎に分布図として表示する。 

③ 分布図が具備すべき情報としては「１－５－１ 出来形管理資料の作成」にある出来形管理

図表の様式を参考として、以下のとおりとする。 

・評価範囲全体が含まれる平面図（部位別に別葉とする。） 

・離れの計算結果の規格値に対する割合を示すヒートマップとして－100％～＋100%の範囲

で出来形評価用データのポイント毎に結果を示す色をプロットするとともに、色の判例

を明示する。 

・±50％の前後、±80％の前後が区別できるように別の色で明示する。 

・規格値の範囲外については、－100％～＋100％の範囲とは別の色で明示する。 

・発注者の求めに応じて規格値の 50％以内に収まっている計測点の個数、規格値の 80％以

内に収まっている計測点の個数について図中の任意の箇所に明示できることが望ましい。 

・規格値が正負いずれかしか設定されていない工種についても、正負を逆転した側にも規格

値が存在するものとして表示することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-９ 面的な出来形管理分布図のイメージ 

 

 

 

出来形計測デー
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１－２－６ 工事基準点の設置 

本管理要領に基づく出来形管理で利用する工事基準点は、監督職員に指示を受けた基準点

を使用して設置する。 

出来形管理で利用する工事基準点の設置にあたっては、国土交通省公共測量作業規程に基

づいて実施し、測量成果、設置状況と配置箇所を監督職員に提出して使用する。 

【解説】 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理では、現場に設置された工事基準点を用いて３次

元座標値を取得し、この座標値から幅、長さ等を算出する。このため、出来形の計測精度を確保

するためには、現場内に４級基準点または、３級水準点と同等以上として設置した工事基準点の

精度管理が重要である。工事基準点の精度は、「国土交通省公共測量作業規程」の路線測量を参考

にし、これに準じた。 

工事基準点の設置に際し、受注者は、監督職員から指示を受けた基準点を使用することとする。

なお、監督職員から受注者に指示した４級基準点及び３級水準点（山間部では４級水準点を用い

てもよい）、もしくはこれと同等以上のものは、国土地理院が管理していなくても基準点として扱

う。 

工事基準点の設置時の留意点としては、「１－４－３ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形

計測」に記述する出来形計測が効率的に実施できる位置にＴＳ（ノンプリズム方式）の設置が可

能なように、現場内に出来形管理に利用可能な工事基準点を複数設置しておくことが有効である。 
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第３節 ＴＳ（ノンプリズム方式）による工事測量 

１－３－１ 起工測量 

1）起工測量の実施 

受注者は、設計照査のために伐採後の地盤の地形測量を実施する。管理断面及びそれ

以外の任意の測点における断面について、地形変化点の座標を取得する。断面上ではな

くランダムに地形の形状を取得する場合は 0.25m2（50cm×50cm メッシュ）あたり１点以

上とする。なお、起工測量のその他の実施事項は、「１－４－３ ＴＳ（ノンプリズム方

式）による出来形計測」を準用するが、「1）ＴＳ（ノンプリズム方式）の設置」について

は、当該規定によらなくてもよい。 

2）起工測量計測データの作成 

受注者は、ＴＳ（ノンプリズム方式）で計測した現況地形の計測点群データから不要

な点を削除し、ＴＩＮで表現される起工測量計測データを作成する。データ処理方法は、

「１－２－３ 点群処理ソフトウェア」の手順を参照されたい。 

【解説】 

本管理要領では、着工前の現場形状を把握するための起工測量をＴＳ（ノンプリズム方式）を

用いて実施する。面的なデータを使用した設計照査を実施する際は、当該工事の設計形状を示す

３次元設計データについて、監督職員との協議を行い、設計図書として位置付ける。 

1）起工測量の実施 

管理断面及びそれ以外の任意の測点における断面について、地形変化点の座標を取得する。

断面上ではなくランダムに地形の形状を取得する場合はその計測密度は 0.25m2（50cm×50cm

メッシュ）あたり 1 点以上とする。その他の実施事項及び作業上の留意点については、「１－

４－３ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測」を参照されたい。また、ＴＳ（ノンプ

リズム方式）の設置位置の計測については、ＧＮＳＳローバーの利用も可能とするが、この計

測精度が起工測量全体の精度に影響するため、第５章「ＧＮＳＳによる観測値の点検手順書及

び点検記録簿」を参考に平面座標±20mm 以内、標高差±30mm 以内であることを確認する。 

2）起工測量計測データの作成 

受注者は、計測した点群座標の不要点削除が終了した計測点群データを対象にＴＩＮを配

置し、起工測量計測データを作成する。自動でＴＩＮを配置した場合に、現場の地形と異なる

場合は、ＴＩＮの結合方法を手動で変更してもよい。また、管理断面間隔より狭い範囲におい

ては、点群座標が存在しない場合は、数量算出において平均断面法と同等の計算結果が得られ

るようにＴＩＮで補間してもよいものとする。 
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図 １-１０ 設計照査のための数量算出イメージ 
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１－３－２ 岩線計測 

1）岩線計測の実施 

受注者は、設計変更のために必要に応じて岩質の境界面について地形測量を実施する。

管理断面及びそれ以外の任意の測点における断面について、岩質変化箇所の座標を取得

する。断面上ではなく境界面の形状を直接取得する場合は計測密度は 0.25m2（50cm×50cm

メッシュ）あたり１点以上とする。なお、岩線形測のその他の実施事項は、「１－３－１ 

起工測量」を準用する。 

2）岩線計測データの作成 

受注者は、ＴＳ（ノンプリズム方式）で計測した岩線の計測点群データから不要な点

を削除し、ＴＩＮで表現される岩線計測データを作成する。データ処理方法は、「１－２

－３ 点群処理ソフトウェア」の手順を参照されたい。 

【解説】 

本管理要領では、岩区分の境界を把握するための岩線計測をＴＳ（ノンプリズム方式）を用い

て実施する。面的なデータを使用した設計変更の根拠資料とする際には、当該工事の設計形状を

示す３次元設計データについて、監督職員との協議を行い、設計図書として位置付ける。 

1）岩線計測の実施 

管理断面及びそれ以外の任意の測点における断面について、岩質変化箇所の座標を取得す

る。境界面を露出させるなど、境界面の形状を直接取得できる状況で、断面上ではなくランダ

ムに地形の形状を取得する場合には、その計測密度は 0.25m2（50cm×50cm メッシュ）あたり

１点以上とする。その他の実施事項及び作業上の留意点については、「１－４－３ ＴＳ（ノ

ンプリズム方式）による出来形計測」を参照されたい。また、ＴＳ（ノンプリズム方式）の設

置位置の計測については、ＧＮＳＳローバーの利用も可能とするが、この計測精度が起工測量

全体の精度に影響するため、第５章「ＧＮＳＳによる観測値の点検手順書及び点検記録簿」を

参考に平面座標±20mm 以内、標高差±30mm 以内であることを確認する。 

2）岩線計測データの作成 

受注者は、計測した点群座標の不要点削除が終了した計測点群データを対象にＴＩＮを配

置し、岩線計測データを作成する。自動でＴＩＮを配置した場合に、現場の出来形計測と異な

る場合は、ＴＩＮの結合方法を手動で変更してもよい。また、管理断面間隔より狭い範囲にお

いては、点群座標が存在しない場合は、数量算出において平均断面法と同等の計算結果が得ら

れるようにＴＩＮで補間してもよいものとする。 

岩線計測データのもととなる計測点群データについては、下記図に示すように、別の計測日

の計測点群データをそれぞれ重畳して１つの岩線計測データを作成してもよい。 
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岩線計測データ（TIN）

数量計算書

メッシュ法などによる数量算出

岩線計測データと３次元設計
データを用いた数量算出 ３次元設計データ（TIN）

空中写真測量③

空中写真測量①
空中写真測量②

ＴＳ計測③

ＴＳ計測②
ＴＳ計測①

 

図 １-１１ 設計変更（岩区分）のための数量算出イメージ 
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Ａ Ａ’

設計形状
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３次元の岩区分境界線と岩線計測データ（TIN）

空中写真測量②

空中写真測量③

岩区分境界

空中写真測量で取得した
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区分境界

岩線計測データ（TIN）
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図 １-１２ ＴＳ（ノンプリズム方式）で取得する岩区分境界のイメージ 
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１－３－３ 部分払い用出来高計測 

1）部分払い出来高計測の実施 

受注者は、出来高部分払い方式を選択した場合で、簡便な数量算出方法としてＴＳ（ノ

ンプリズム方式）による地形測量を利用できる。この場合、出来高計測の実施事項は「１

－３－１ 起工測量」を準用することを基本とするが、簡便な数量算出方法として、計

測に基づく算出値を100％計上しない場合、測定精度は20cm以内とし、計測密度は0.25m2

（50cm×50cm メッシュ）あたり１点以上とする。このときの部分払い出来高算出結果に

ついては、算出値の 9 割を上限に計上してもよいこととする。 

【解説】 

出来高部分払いについては、精度を落として算出数量を控除してでも、簡便な方法を望む意見

があり、精度確認方法のみ規定することとした。算出値の 9 割の根拠は H27 実験値による。 
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第４節 ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理 

１－４－１ ３次元設計データの作成 

受注者は、発注者から貸与された設計図書（平面図、縦断図、横断図等）や線形計算書等

を基に３次元設計データを作成する。 

【解説】 

受注者は、出来形管理で利用する工事基準点、平面線形、縦断線形、出来形横断面形状の設

定を行い、出来形評価用データとの比較が可能な３次元設計データの作成を行う。以下に、３

次元設計データ作成時の留意事項を示す。 

1）準備資料 

３次元設計データの作成に必要な準備資料は、設計図書の平面図、縦断図、横断図等と線形

計算書等である。準備資料の記載内容に３次元設計データの作成において不足等がある場合

は、監督職員に報告し資料提供を依頼する。また、隣接する他工事との調整も必要に応じて行

うこと。 

2）３次元設計データの作成範囲 

３次元設計データの作成範囲は、工事起点から工事終点及びその外縁に線形要素の起終点

がある場合はその範囲までとし、横断方向は構築物と地形との接点までの範囲とする。設計照

査段階で取得した現況地形が発注図に含まれる現況地形と異なる場合、及び余盛りや法面保

護堤（盛土法肩部に法面の雨水侵食防止のために構築する小堤）等を実施する場合については、

監督職員との協議を行い、その結果を ３次元設計データの作成に反映させる。 

3）３次元設計データの要素データ作成 

３次元設計データの作成は、設計図書（平面図、縦断図、横断図）と線形計算書に示される

情報から幾何形状の要素（要素の始点や終点の座標・半径・クロソイドパラメータ・縦断曲線

長、横断形状等）を読み取って、作成する。 

出来形横断面形状の作成は、ＴＳ（ノンプリズム方式）計測を実施する範囲で全ての管理断

面及び断面変化点（拡幅などの開始・終了断面や切土から盛土への変更する断面）について作

成する。３次元設計データの作成にあたっては、設計図書を基に作成したデータが出来形の良

否判定の基準となる事から、当該工事の設計形状を示すデータについて、監督職員の承諾なし

に変更・修正を加えてはならない。 

4）３次元設計データ（ＴＩＮ）の作成 

入力した要素データを基に面的な３次元設計データ（ＴＩＮ）を作成する。ＴＩＮは三角形

の平面の集合体であるため、曲線部では管理断面の間を細かい断面に分割して３次元設計デ

ータ化する必要がある。このため、線形の曲線区間においては必要に応じて横断形状を作成し

た後にＴＩＮを設定する（例えば、間隔 5m 毎の横断形状を作成した後にＴＩＮを設定する）。 
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5）地形情報 

ＴＳ（ノンプリズム方式）等による起工

測量結果を３次元設計データ作成ソフトウ

ェアに読み込み、作成した３次元設計デー

タと重畳し比較した上で、盛土及び切土と

地形の擦付け部分が発注図に含まれる現況

地形と異なる場合については、監督職員と

の協議を行い、その結果を３次元設計デー

タの作成に反映させる。            図 １-１３ データの重畳のイメージ 

6）数量算出 

作成した３次元設計データは、契約図書として位置付けられるものであるため、数量を再

計算しておく必要がある。３次元設計データに基づく数量計算結果が当初数量と変更があっ

た場合は、設計変更の対象となる。工事数量の算出方法は「１－５－２ 数量算出」を参照

のこと。 

7）積算区分の境界情報 

数量算出に３次元設計データを利用する場合には、積算区分の境界面について、岩線計測

データ等の面データを作成する。管理断面間隔より十分狭い範囲においては、ＴＩＮで補間

してもよいものとする。 

8）設計変更について 

設計変更で設計形状に変更があった場合は、その都度、３次元設計データを編集し変更を

行う。このとき、最新の３次元設計データの変更理由、変更内容、変更後の３次元設計デー

タファイル名は確実に管理しておくこと。 

 

図 １-１４ ３次元設計データの流れ 
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１－４－２ ３次元設計データの確認 

受注者は、３次元設計データの作成後に、３次元設計データの以下の 1)～5)の情報につい

て、設計図書（平面図、縦断図、横断図等）や線形計算書等と照合するとともに、監督職員

に３次元設計データチェックシートを提出する。また、設計図書を基に作成した３次元設計

データが出来形の良否判定の基準となることから、監督職員との協議を行い、作成した３次

元設計データを設計図書として位置付ける。 

1）工事基準点 

2）平面線形 

3）縦断線形 

4）出来形横断面形状 

5）３次元設計データ 

【解説】 

３次元設計データの間違いは出来形管理に致命的な影響を与えるので、受注者は３次元設計デ

ータが設計図書と照合しているかの確認を必ず行うこと。 

３次元設計データの照合とは、３次元設計データが設計図書を基に正しく作成されているもの

であることを確認することである。３次元設計データと設計図書の照合結果については、本管理

要領のチェックシート及び照査結果資料（道路工事においては線形計算書、河川工事においては

法線の中心点座標リスト、その他共通の資料として平面図、縦断図、横断図のチェック入り）（第

２編 第２章 及び 第３章参照）に記載する。 

また、受注者は、前述の資料の他、３次元設計データと設計図書との照合のための資料を整備・

保管するとともに、監督職員から３次元設計データのチェックシートを確認するための資料請求

があった場合は、確認できる資料を提示するものとする。 

さらに、設計変更等で設計図書に変更が生じた場合は、３次元設計データを変更し、確認資料

を作成する。 

確認項目を以下に示す。照合は、設計図書と３次元設計データ作成ソフトウェアの入力画面の

数値または出力図面と対比して行う。 

1）工事基準点 

工事基準点は、名称、座標を事前に監督職員に提出している工事基準点の測量結果と対比し、

確認する。 

2）平面線形 

平面線形は、線形の起終点、各測点及び変化点（線形主要点）の平面座標と曲線要素につい

て、平面図及び線形計算書と対比し、確認する。 

3）縦断線形 

縦断線形は、線形の起終点、各測点及び変化点の標高と曲線要素について、縦断図と対比し、

確認する。 
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4）出来形横断面形状 

出来形横断面形状は、出来形形状の幅（小段幅も含む）、基準高、法長を対比し、確認する。

設計図書に含まれる全ての横断図について対比を行うこと。確認方法は、ソフトウェア画面上

で対比し、設計図書の寸法記載箇所にチェックを記入する方法や、３次元設計データから横断

図を作成し、設計図書と重ね合わせて確認する方法等を用いて実施する。 

5）３次元設計データ 

ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の該当区間の３次元設計データの入力要素

（工事基準点、中心線形データや横断形状データ）と３次元設計データ（ＴＩＮ）を重畳し、

同一性が確認可能な３次元表示した図を提出する。 
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１－４－３ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測 

受注者は、ＴＳ（ノンプリズム方式）を設置し、出来形計測を行う。 

1）ＴＳ（ノンプリズム方式）の設置 

ＴＳ（ノンプリズム方式）は、計測対象範囲に対して正対して計測できる位置を選定

する。また、計測範囲に対して１回の計測で不可視となる範囲がある場合は、不可視箇

所等を補間できる計測位置を選定する。 

2）ＴＳ（ノンプリズム方式）計測 

１m2（平均投影面積）あたり１点以上の出来形評価用データを直接計測する。 

出来形計測の実施にあたっては、精度確認試験の確認距離内とする。 

ただし、器械設置時はプリズムを用いた計測を行うこととし、ＴＳ（プリズム方式）

における制限距離以内での計測を行う。 

【解説】 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測では、対象物とＴＳ（ノンプリズム方式）の位置関係に

より計測精度に違いが生じる。このため、精度の高い計測結果を得るためには精度の低下要因と

なる計測条件を可能な限り排除する計測計画が重要となる。 

1）ＴＳ（ノンプリズム方式）の配置 

ＴＳ（ノンプリズム方式）と被計測対象の位置関係は、被計測対象となる範囲の全てが精度

確認試験で確認した最大距離以内となる範囲を設定する。1 回の計測で精度確認試験以上とな

る範囲がある場合は、設置箇所を複数回に分けて実施すること。 

ＴＳ（ノンプリズム方式）の設置・計測に係わる留意点を以下に示す。 

・ＴＳ（ノンプリズム方式）が水平に設置されていること。 

・出来形計測点を効率的に取得できる位置にＴＳ（ノンプリズム方式）を設置すること。 

・ＴＳ（ノンプリズム方式）と被計測対象物ができるだけ正対したうえで工事基準点上に設

置すること。なお、工事基準点上の設置によりがたい場合は、後方交会法による任意の未

知点への設置を認めているので、詳細は各節の「ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形

計測」の記載を参照されたい。 

・計測中に器械が動かないように確実に設置すること。 

・工事基準点は、３次元設計データに登録されている点を用いること。 

・器械高の入力ミスなどの単純な誤りが多いので、注意すること。 

・ＴＳ（ノンプリズム方式）と工事基準点の距離が近いと、方位の算出誤差が大きくなるの

で注意すること。 

2）出来形計測の留意点 

① 計測密度設定の留意点 

出来形計測を行う場合は、ＴＳ（ノンプリズム方式）と計測対象範囲の位置関係を事前に

確認し、出来形評価用データが、点密度で 1m 間隔以内（1 点/m2 以上）で概ね等間隔で得ら

れるよう計測する。 
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② 測定時の留意点 

ＴＳ（ノンプリズム方式）の計測では、計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械な

どが配置されている場合は、地形面のデータが取得できない。このため、可能な限り出来形

の地形面が露出している状況での計測を行う。また、次のような条件では適正な計測が行え

ないので十分気をつけること。 

・雨や霧、雪など反射光が乱反射してしまうような気象 

・強風などで土埃などが大量に舞っている場合 

・草や木などで地面が覆われている場所 
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１－４－４ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測箇所 

本管理要領に基づく出来形計測範囲は、「２－１－３ ＴＳ（ノンプリズム方式）による

出来形計測箇所」及び「２－２－３ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測箇所」を

参照されたい。 

【解説】 

詳細は、各節に記載の「ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測箇所」の記載を参照され

たい。 
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第５節 出来形管理資料の作成 

１－５－１ 出来形管理資料の作成 

受注者は、３次元設計データと出来形評価用データを用いて、本管理要領で定める以下の

出来形管理資料を作成する。作成した出来形管理資料は監督職員に提出すること。 

1）出来形管理図表 

３次元設計データと出来形評価用データを用いて、設計面と出来形評価用データの各

ポイントとの離れ等の出来形管理基準上の管理項目の計算結果（標高較差の平均値等）

と出来形の良否の評価結果、及び設計面と出来形評価用データの各ポイントの離れを表

した分布図を整理した帳票、もしくは属性情報として出来形管理基準上の管理項目の計

算結果を表示できる３次元モデルのビューアファイルを作成する。出来形確認箇所（平

場、天端、法面（小段含む））ごとに作成する。 

【解説】 

出来形管理資料とは、出来形管理基準の管理項目に対する測定結果をとりまとめたものであり、

作成例を図に示す。受注者は、出来形管理資料を「出来形帳票作成ソフトウェア」により作成す

ること。「出来形帳票作成ソフトウェア」は、本管理要領が対象とする工種について本管理要領で

定める帳票を自動作成、保存、印刷ができるものとする。 

1）出来形管理図表 

３次元設計面と出来形評価用データの各ポイントとの離れ（標高較差あるいは水平較差）に

より出来形の良否判定を行う。出来形管理基準上の管理項目の計算結果（標高較差あるいは水

平較差の平均値及び最大較差等）と出来形の良否の評価結果、及び設計面と出来形評価用デー

タの各ポイントの離れを評価範囲の平面上にプロットした分布図を明示したものであること。 

出来形管理基準上の管理項目から出来形の良否を評価する情報として、 

・平均値（算出結果と規格値（当該部位の平均値に対する規格値）及び良否評価結果）：棄

却点を除く平均値 

・最大値（算出結果と規格値（当該部位の個々の計測値に対する規格値）及び良否評価結

果）：棄却点を除く最大 

・最小値（算出結果と規格値（当該部位の個々の計測値に対する規格値）及び良否評価結

果）：棄却点を除く最小 

・データ数（算出結果と規格値（計測密度下限値と評価面積から計算）及び良否評価結果）：

棄却点を含む全データ数 

・評価面積 

・棄却点数（規格値を外れたデータ個数と規格値（データ数の 0.3％以内）及び良否結果）：

全棄却点数 

を表形式で整理する。良否評価結果については、規格値を外れている場合は「異常値有」等の

表現にて明示する。また、出来形が不合格の場合においては、不合格の内容が各項目で確認で

きるよう表示すること。 

出来形確認箇所（平場、天端、法面（小段含む））ごとに作成する。分布図が具備すべき情

報としては、以下のとおりとする。 
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・離れの計算結果の規格値に対する割合を示すヒートマップとして－100％～＋100％の範

囲で出来形評価用データのポイント毎に結果を示す色をプロットするとともに，色の凡

例を明示 

・±50％の前後、±80％の前後が区別できるように別の色で明示 

・規格値が正負いずれかしか設定されていない工種についても、正負を逆転した側にも規格

値が存在するものとして表示することが望ましい。 

・規格値の範囲外については、－100％～＋100％の範囲とは別の色で明示 

・発注者の求めに応じて規格値の 50％以内に収まっている計測点の個数、規格値の 80％以

内に収まっている計測点の個数について図中の任意の箇所に明示できることが望ましい。

標高較差は、各ポイントの標高値と、平面座標と同じ設計面上の設計標高値との差分

として算出し、水平較差は、当該ポイントを含み、かつ「法面や構造物の位置をコン

トロールする線形」に直交する平面上で設計面の横断を見たとき、当該ポイントと同一

標高値の横断上の点との距離として算出する。 

ここで「法面や構造物の位置をコントロールする線形」とは、道路中心、幅員中心、堤防

法線、並びに法肩や法尻及び道路端部を結ぶ線形のことをいう。 

電子検査において、属性情報により本様式の表示内容を満足するビュワー付き３次元モデ

ルファイルによる納品に代えることもできる。いずれの場合も、従来の出来形管理図表（様式

３１）の提出に代えることができる。 

 

 

 

 

図 １-１５ 出来形管理図表 作成の流れ 

 

  

出来形計測データ 
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図 １-１６ 出来形管理図表 作成例（合格の場合） 

 

 

 

図 １-１７ 出来形管理図表 作成例（異常値有の場合） 
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１－５－２ 数量算出 

出来形計測と同位置において、施工前あるいは事前の地形データがＴＳ（ノンプリズム方

式）等で計測されており、契約条件として認められている場合は、ＴＳ（ノンプリズム方式）

による出来形計測結果を用いて出来高数量の算出を行うことができる。 

【解説】 

受注者は、ＴＳ（ノンプリズム方式）による点群データを基に平均断面法または、３次元ＣＡ

Ｄソフトウェア等を用いた方式により数量算出を行うことができる。 

数量計算方法については、監督職員と協議を行うこととし、３次元設計データや出来形計測デ

ータ等の面データから３次元ＣＡＤソフトウェア等を用いた方式による主な体積算出方法は以下

を標準とする。 

 

 

図 １-１８ 点高法による数量算出の条件と適用イメージ 

 

① 点高法 

現況地形や出来形測量結果等の（出来形計測データ、起工測量計測データ、岩線計測データ）

からなる２つの面に重ね合わせたメッシュ（等間隔）交点で標高を算出し、標高差にメッシュ

間隔の面積を乗じたものを総和したもの。メッシュ間隔は 50cm 以内とし、標高差の算出とし

ては、以下の方法が挙げられる。 

・四点平均法：メッシュ交点の四隅の標高差を平均する方法（下図のとおり） 

・１点法：メッシュ交点を中心とする辺長がメッシュ間隔の正方形を底面とし、当該メッシ

ュ交点の標高差を乗じて算出する方法 

 

 

 

 

  

掘削土 

盛土 

ﾒｯｼｭを細かく設定することでより精度の高

い数量算出が可能（一辺は０.５m 以下とする） 

各ﾒｯｼｭの施工前・後の標高差 
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図 １-１９ 点高法による数量算出 

 

② ＴＩＮ分割等を用いた求積 

現況地形や出来形計測結果等（出来形計測データ、起工測量計測データ、岩線計測データ）

からそれぞれの面データとしてＴＩＮからなる面データを作成したうえで、ある一定の標高

値にてＤＬ面（標高基準面）を設定し、各ＴＩＮの水平面積と、ＴＩＮを構成する各点からＤ

Ｌ面までの高低差を求めて三角形毎に平均し、その平均高低差と平面積を乗じた体積を総和

したものである。 

 

 
図 １-２０ ＴＩＮ分割等を用いた求積による数量算出 

 

③ プリズモイダル法 

現況地形や出来形計測結果等（出来形計測データ、起工測量計測データ、岩線計測データ）

からそれぞれの面データとしてＴＩＮからなる面データを作成し、面データのポイントの位

置を互いの面データに投影し、各面データは本来の自身が持つポイントと相手のポイントを

合わせたポイント位置により新たな三角網が形成され、この三角網の結節点の位置での標高

差に基づき複合した面データの標高を計算する。面データの各ＴＩＮを構成する点をそれぞ

れの面データに投影すると、各面データに同じ水平位置で標高の異なる点が作成される。その

作成された点で再度面データを構築し、三角形水平面積と高低差を乗じた体積を総和したも

の。 

 

 

  

A h1

h2

h3

h4

V ＝ A ×
（ h1 + h2 + h3 + h4）

4
V ＝ A ×

（ h1 + h2 + h3 + h4）

4
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図 １-２１ プリズモイダル法による数量算出 
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１－５－３ 電子成果品の作成規定 

本管理要領に基づいて作成する電子成果品は、以下のとおり。 

・３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ（TIN）） 

・出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）または、ビュワー付き３次元データ） 

・ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイン

トファイル） 

・ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 

・ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントフ

ァイル） 

・工事基準点（CSV、LandXML、SIMA 等のポイントファイル） 

電子成果品は、「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納する。 

格納するファイル名は、ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理資料が特定できる

ように記入する。 

【解説】 

本管理要領の電子成果品の作成規定は、「工事完成図書の電子納品等要領」の規定の範囲内で定

めている。本管理要領で規定する以外の事項は、「工事完成図書の電子納品等要領」による。 

1）ファイル名の命名 

本管理要領に基づいて作成した電子成果品が特定できるようにするため、「ICON」フォルダ

に計測機器の名称を記したサブフォルダを作成し、格納するファイル名は、表１－１に示す内

容を必ず記入すること。サブフォルダの名称は、表１－１の計測機器に記載の名称を利用する

こと。 

欠測補間として他の計測機器で計測したデータを合成した場合は、主となる計測機器の名

称を用いる。 

表 １-１ ファイルの命名規則 

  

 

2）データ形式 

計測点群データをテキストファイルで納品する場合は、別途定める「航空レーザー測量製品

仕様書応用スキーマ（平成 26 年国土地理院）」と同様の記述順とし、「地理空間データ製品仕

様書作成マニュアル（平成 26 年度国土地理院）」に沿って、データ内容及び構造、参照系を示

した文書（PDF）で付すこと。 

航空レーザー測量製品仕様書応用スキーマによると、データレコード構成の記述順は以下

のとおりとなる。 

ファイル構造：Idn，xn，yn，zn，An 

計測
機器

整理
番号

図面
種類

番号
改訂
履歴

内容 記入例

TSN 0 DR 001～ 0～Z ・３次元設計データ（LandXML等のオリジナルデータ（TIN）） TSN0DR001Z.拡張子

TSN 0 CH 001～ － ・出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）または、ビュワー付き３次元データ） TSN0CH001.拡張子

TSN 0 IN 001～ － ・ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル） TSN0IN001.拡張子

TSN 0 EG 001～ － ・ＴＳ（ノンプリズム方式）による起工測量計測データ（LandXML等のオリジナルデータ（TIN）） TSN0EG001.拡張子

TSN 0 SO 001～ － ・ＴＳ（ノンプリズム方式）による岩線計測データ（LandXML等のオリジナルデータ（TIN）） TSN0SO001.拡張子

TSN 0 AS 001～ － ・ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測データ（LandXML等のオリジナルデータ（TIN）） TSN0AS001.拡張子

TSN 0 GR 001～ － ・ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測点群データ（CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル） TSN0GR001.拡張子

TSN 0 PO 001～ － ・工事基準点（CSV、LandXML、SIMA等のポイントファイル） TSN0PO001.拡張子
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Idn：ID 番号（Id） 

xn：計測点座標値（x）・・・本管理要領では m 単位で mm まで記載 

yn：計測点座標値（y） ・・・本管理要領では m 単位で mm まで記載 

zn：標高値（z） ・・・本管理要領では m 単位で mm まで記載 

An：地表面属性値（A）・・・ﾒｯｼｭﾃﾞｰﾀの場合のみ，格子間隔内にｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀが存在する場

合は 1，しない場合は 0 を記載 

3）データ内容及び構造、参照系を示した文書 

2）について 記述順を変える場合や、レコード構成を省略する場合は、地理空間データ製品

仕様書作成マニュアルに沿って作成された航空レーザー測量製品仕様書応用スキーマを参考

に、データレコード構成を説明する文書を PDF で作成すること。 

4）数量算出 

数量算出に利用した場合は、以下についても電子成果品として提出すること。 

・起工測量時の計測点群データ（CSV、LandXML、LAS ファイル等のポイントファイル） 

・起工測量計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイル） 

・岩線を計測した計測点群データ（CSV、LandXML、LAS ファイル等のポイントファイル） 

・岩線計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイル） 
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第６節 管理基準及び規格値等 

１－６－１ 出来形管理基準及び規格値 

本管理要領に基づく出来形管理基準及び規格値は、「２－１－４ 出来形管理基準及び規

格値」及び「２－２－４ 出来形管理基準及び規格値」を参照されたい。 

【解説】 

詳細は、各節に記載の「出来形管理基準及び規格値」の記載を参照されたい。 
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１－６－２ 品質管理及び出来形管理写真基準 

本管理要領に関する工事写真の撮影は以下の要領で行う。 

1）写真管理項目（撮影項目、撮影頻度[時期]、提出頻度） 

工事写真の撮影管理項目は、「２－１－５ 品質管理及び出来形管理写真基準」または

「２－２－５ 品質管理及び出来形管理写真基準」を参照されたい。出来形管理以外の

施工状況及び品質管理等に係わる工事写真の撮影管理項目については、「写真管理基準

(案)」（国土交通省各地方整備局）による。 

2）撮影方法 

撮影にあたっては、次の項目を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体ととも

に写しこむものとする。 

① 工事名 

② 工種等 

③ 出来形計測範囲（始点側測点～終点側測点） 

【解説】 

工種に限定した記載事項については、各節に記載の「出来形管理写真基準」を参照されたい。

現行の「写真管理基準(案)」（国土交通省各地方整備局）では、工事写真の撮影方法として、被写

体として写しこむ小黒板に ①工事名、②工種等、③測点（位置）、④設計寸法、⑤実測寸法、⑥

略図の必要事項を記載することとしている。出来形管理写真では、設計寸法と実測寸法の対比を

行い、出来形の確認ができるよう撮影されている。 

ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の写真撮影方法は、①工事名、②工種等、③出

来形計測範囲（始点測点~終点測点・左右の範囲）を小黒板に記載し、設計寸法、実測寸法、略図

は省略してもよい。 
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第２章 土 工 

第１節 道路土工 

２－１－１ 適用の範囲 

道路土工のうち掘削工、路体盛土工、路床盛土工におけるＴＳ（ノンプリズム方式）によ

る出来形管理に適用する。 

【解説】 

1）適用工種 

適用工種を現行の土木工事施工管理基準における分類で示すと、表２－１のとおりである。 

 

表 ２-１ 適用工種区分 

編 章 節 工種 

共通編 土工 道路土工 

掘 削 工 

路体盛土工 

路床盛土工 

            （土木工事施工管理基準の工種区分より） 
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２－１－２ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測 

本管理要領に基づく出来形計測方法は、「１－４－３ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出

来形計測」を参照されたい。また、1 回の計測距離については、事前に実施する精度確認の範

囲内であること。 

【解説】 

詳細は、「１－４－３ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測」の記載を参照されたい。 
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２－１－３ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測箇所 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理における出来形計測箇所は、図２－１に示す

とおりとし、法肩、法尻から水平方向にそれぞれ±5cm 以内に存在する計測点は評価から外

してもよい。計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、

全ての範囲で 1m メッシュに 1 点以上の出来形座標値を取得すること。 

３次元データによる出来形管理において、土工部の法肩、法尻や変化点又は現地地形等の

摺り合わせが必要な箇所など土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）によらな

い場合は、監督職員と協議のうえ、対象外とすることができる。 

なお、出来形評価を経ずに出来形計測結果を数量算出に用いる範囲においては、1m メッシ

ュに 1 点以上の計測に加えて、法肩、法尻の変化点を追加的に計測すること。 

 

図 ２-１ 出来形計測箇所 

【解説】 

上図に示すとおり、ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理で計測する３次元座標は、平

場面、天端面、法面（小段含む）の全ての範囲で３次元座標値を取得し、出来形計測データを作

成する。 

また、法面の小段部に、側溝工などの構造物が設置されるなど土工面が露出していない場合、

小段部の出来形管理は、小段部に設置する工種の出来形管理基準及び規格値によることができ、

小段自体の出来形管理は省略してもよい。このとき、小段を挟んだ両側の法面は、連続とみなし

てもよいし、別の法面として評価してもよい。 

法肩、法尻から水平方向にそれぞれ±5cm 以内に存在する計測点は、ＴＳ（ノンプリズム方式）

が、法肩、法尻の変化点を取得しやすいことを鑑み、本規定により、評価範囲内、外のどちらと

してもさしつかえない。 

 

 

 

 

 

累積誤差の無い上限と
下限を設ける

あいまいな変化点を除
外し、要求される平面
部分で管理を行う

出来形計測の評価範
囲は、法肩、法尻など
の変化点から水平方
向にそれぞれ±5cm

以内を除外してもよい。

出来形計測箇所
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２－１－４ 出来形管理基準及び規格値 

出来形管理基準及び規格値は表２－２のとおりとし、測定値はすべて規格値を満足しなく

てはならない。 

表 ２-２ 出来形管理基準及び規格値 

注１：個々の計測値の規格値には計測精度として±５０ｍｍが含まれている。 

注２：計測は天端面（掘削の場合は平場面）と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または、

水平較差を算出する。計測密度は１点／m2（平面投影面積当たり）以上とする。 

注３：法肩、法尻から水平方向に±５ｃｍ以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±５

ｃｍ以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 

注４：評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あ

るいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。 

工種 測定箇所 測定項目 

規格値(㎜) 

測定基準 測定箇所 
平均値

個々の 

計測値 

掘削工 

平場 標高較差 ±50 ±150 

注１、注２、 

注３、注４ 

 

法面(小段含む) 
水平または

標高較差 
±70 ±160 

路体盛土工 

路床盛土工 

天端 標高較差 ±50 ±150 

注１、注２、 

注３、注４ 

 

法面(小段含む) 標高較差 ±80 ±190 

【解説】 

1）測定箇所 

測定箇所は、現行の土木工事施工管理基準に定められた基準高、法長、幅とは異なり、平場

面、天端面、法面（小段含む）の全面の標高較差または、水平較差とする。掘削工の法面の場

合、勾配が１割より緩い場合は標高較差で管理するのが望ましい。 

法肩、法尻から水平方向にそれぞれ±5cm 以内に存在する計測点は標高較差の評価から除く。

同様に鉛直方向に±5cm 以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 

また、法面の小段部に、側溝工などの構造物が設置されるなど土工面が露出していない場合、

小段部の出来形管理は、小段部に設置する工種の出来形管理基準及び規格値によることがで

きる。 

2）測定値算出 

① 標高較差の測定値を算出する方法 

標高較差は、３次元設計データの設計面と出来形評価用データの各ポイントとの鉛直方

向の離れを用い、平均値や個々の計測値の最大値、最小値を算出し、平場面、天端面、法面

（小段含む）の全面で規格値との比較・判定を行う。 
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② 水平較差の測定値を算出する方法 

標高較差は、３次元設計データの設計面と出来形評価用データの各ポイントとの水平方

向の離れを用い、平均値や個々の箇所の最大値、最小値を算出し、法面の全面で規格値との

比較・判定を行う。 

3）規格値 

規格値は、本管理要領の「２－１－４ 出来形管理基準及び規格値」に記載されているもの

を利用することとする。出来形管理基準及び規格値に示される「個々の計測値」は、すべての

測定値が規格値を満足しなくてはならない。本管理要領におけるすべての測定値が規格値を

満足するとは、出来形評価用データのうち、99.7％が「個々の計測値」の規格値を満たすもの

をいう。 

また、一連の評価範囲において規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは、

規格値の条件の最も厳しい値を採用することとする。 

なお、上記「２－１－４ 出来形管理基準及び規格値」に示す基準を適用できない場合は、

「土木工事施工管理基準（案）」の「１－２－４－２－１掘削工」、「１－２－４－３－１路体

盛土工、１－２－４－４－１路床盛土工」に示される出来形管理基準及び規格値によることが

できる。 

4）測定基準 

現行の土木工事施工管理基準の測定基準には「施工延長 40m につき 1 箇所、延長 40m 以下

のものは 1 施工箇所に 2 箇所」と定められているが、ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来

形管理の場合、平場面、天端面、法面（小段含む）全面で計測したデータがあることから、測

定基準を「平場面、天端面、法面（小段含む）の全面（1m2（平面投影面積）あたり 1 点以上）」

とし、面的により的確な出来形管理を行うものである。 
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２－１－５ 品質管理及び出来形管理写真基準 

本管理要領に関する工事写真の撮影は以下の要領で行う。 

1）写真管理項目（撮影項目、撮影頻度[時期]、提出頻度） 

工事写真の撮影管理項目は、表２－３のとおりとする。出来形管理以外の施工状況及

び品質管理等に係わる工事写真の撮影管理項目については、「写真管理基準(案)」（国土

交通省各地方整備局）による。 

2）撮影方法 

撮影にあたっては、「１－６－２ 品質管理及び出来形管理写真基準」を参照されたい。 

 

表 ２-３ 写真撮影箇所一覧表※ 

区分 
写真管理項目 

撮影項目 撮影頻度 提出頻度 

施工状況 図面との不一致 
図面と現地との 

不一致の写真 
計測毎に 1 回 
[発生時] ※ 

代表箇所 

各１枚 

 

工種 
写真管理項目 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

掘削工 

土質等の判別 地質が変わる毎に１回[掘削中] 
代表箇所 

各１枚 法長（法面） 計測毎に１回[掘削後]※ 

路体盛土工 

路床盛土工 

巻出し厚 200ｍに１回[巻出し時] 

代表箇所 

各１枚 

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる毎に１回[締固め時] 

法長（法面） 
幅（天端） 

計測毎に１回[施工後] 

※斜体文字は、ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理の適用で、「写真管理基準(案)」（国土交通

省各地方整備局）を適用しない部分 

【解説】 

参考として、図２－２に写真撮影例を示す。 

 

図 ２-２ 写真撮影例 
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第２節 河川・海岸・砂防土工 

２－２－１ 適用の範囲 

河川・海岸・砂防土工のうち掘削工、盛土工におけるＴＳ（ノンプリズム方式）による出

来形管理に適用する。 

【解説】 

1）適用工種 

適用工種を現行の土木工事施工管理基準における分類で示すと、表２－４のとおりである。 

 

表 ２-４ 適用工種区分 

編 章 節 工種 

共通編 土工 
河川・海岸・

砂防土工 

掘 削 工 

盛 土 工 

            （土木工事施工管理基準の工種区分より） 
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２－２－２ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測 

本管理要領に基づく出来形計測方法は、「１－４－３ ＴＳ（ノンプリズム方式）による

出来形計測」を参照されたい。また、1 回の計測距離については、事前に実施する精度確認

の範囲内であること。 

【解説】 

詳細は、「１－４－３ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測」の記載を参照されたい。 
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２－２－３ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測箇所 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理における出来形計測箇所は、図２－３に示す

とおりとし、法肩、法尻から水平方向にそれぞれ±5cm 以内に存在する計測点は評価から外

してもよい。計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、

全ての範囲で 1m メッシュに 1 点以上の出来形座標値を取得すること。 

３次元データによる出来形管理において、土工部の法肩、法尻や変化点又は現地地形等の

摺り合わせが必要な箇所など土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）によらな

い場合は、監督職員と協議のうえ、対象外とすることができる。 

なお、出来形評価を経ずに出来形計測結果を数量算出に用いる範囲においては、1m メッシ

ュに 1 点以上の計測に加えて、法肩、法尻の変化点を追加的に計測すること。 

 

 

図 ２-３ 出来形計測箇所 

【解説】 

上図に示すとおり、ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理で計測する３次元座標は、平

場面、天端面、法面（小段含む）の全ての範囲で３次元座標値を取得し、出来形計測データを作

成する。 

また、法面の小段部に、側溝工などの構造物が設置されるなど土工面が露出していない場合、

小段部の出来形管理は、小段部に設置する工種の出来形管理基準及び規格値によることができ、

小段自体の出来形管理は省略してもよい。このとき、小段を挟んだ両側の法面は、連続とみなし

てもよいし、別の法面として評価してもよい。 

法肩、法尻から水平方向にそれぞれ±5cm 以内に存在する計測点は、ＴＳ（ノンプリズム方式）

が、法肩、法尻の変化点を取得しやすいことを鑑み、本規定により、評価範囲内、外のどちらと

してもさしつかえない。 

 

 

 

累積誤差の無い上限と
下限を設ける

あいまいな変化点を除
外し、要求される平面
部分で管理を行う

出来形計測の評価範
囲は、法肩、法尻など
の変化点から水平方
向にそれぞれ±5cm

以内を除外してもよい。

出来形計測箇所
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２－２－４ 出来形管理基準及び規格値 

出来形管理基準及び規格値は表２－５のとおりとし、測定値はすべて規格値を満足しなく

てはならない。 

表 ２-５ 出来形管理基準及び規格値 

注１：個々の計測値の規格値には計測精度として±５０ｍｍが含まれている。 

注２：計測は天端面（掘削の場合は平場面）と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または、

水平較差を算出する。計測密度は１点／m2（平面投影面積当たり）以上とする。 

注３：法肩、法尻から水平方向に±５ｃｍ以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±５

ｃｍ以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 

注４：評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あ

るいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。 

※ここでの勾配は、鉛直方向の長さ１に対する水平方向の長さＸをＸ割と表したもの 

工種 測定箇所 測定項目 

規格値(㎜) 

測定基準 測定箇所 
平均値

個々の

計測値

掘削工 

平場 標高較差 ±50 ±150

注１、注２、注３、

注４ 

 

法面(小段含む) 
水平または 

標高較差 
±70 ±160

盛土工 

天端 標高較差 -50 -150 

注１、注２、注３、

注４ 

 

法面 ４割＜勾配※ 

標高較差 

-50 -170 

法面 

(小段含む) 
４割≧勾配※ -60 -170 

【解説】 

1）測定箇所 

測定箇所は、現行の土木工事施工管理基準に定められた基準高、法長、幅とは異なり、平場

面、天端面、法面（小段含む）の全面の標高較差または、水平較差とする。掘削工の法面の場

合、勾配が１割より緩い場合は標高較差で管理するのが望ましい。 

法肩、法尻から水平方向にそれぞれ±5cm 以内に存在する計測点は標高較差の評価から除く。

同様に鉛直方向に±5cm 以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 

また、法面の小段部に、側溝工などの構造物が設置されるなど土工面が露出していない場合、

小段部の出来形管理は、小段部に設置する工種の出来形管理基準及び規格値によることができ

る。 

2）測定値算出 

① 標高較差の測定値を算出する方法 

標高較差は、３次元設計データの設計面と出来形評価用データの各ポイントとの鉛直方

向の離れを用い、平均値や個々の計測値の最大値、最小値を算出し、平場面、天端面、法面

（小段含む）の全面で規格値との比較・判定を行う。 
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② 水平較差の測定値を算出する方法 

水平較差は、３次元設計データの設計面と出来形評価用データの各ポイントとの水平方

向の離れを用い、平均値や個々の計測値の最大値、最小値を算出し、法面（小段含む）の全

面で規格値との比較・判定を行う。 

3）規格値 

規格値は、本管理要領の「２－２－４ 出来形管理基準及び規格値」に記載されているもの

を利用することとする。出来形管理基準及び規格値に示される「個々の計測値」は、すべての

測定値が規格値を満足しなくてはならない。本管理要領におけるすべての測定値が規格値を

満足するとは、出来形評価用データのうち、99.7％が「個々の計測値」の規格値を満たすもの

をいう。 

また、一連の評価範囲において規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは、

規格値の条件の最も厳しい値を採用することとする。 

なお、「２－２－４ 出来形管理基準及び規格値」に示す基準を適用できない場合は、「土木

工事施工管理基準（案）」の「１－２－３－２－１掘削工」、「１－２－３－３－１盛土工」に

示される出来形管理基準及び規格値によることができる。 

4）測定基準 

現行の土木工事施工管理基準の測定基準には「施工延長 40m につき 1 箇所、延長 40m 以下

のものは 1 施工箇所に 2 箇所」と定められているが、ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来

形管理の場合、平場面、天端面、法面（小段含む）全面で計測したデータがあることから、測

定基準を「平場面、天端面、法面（小段含む）の全面（1m2（平面投影面積）あたり 1 点以上）」

とし、面的により的確な出来形管理を行うものである。 
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２－２－５ 品質管理及び出来形管理写真基準 

本管理要領に関する工事写真の撮影は以下の要領で行う。 

1）写真管理項目（撮影項目、撮影頻度[時期]、提出頻度）工事写真の撮影管理項目は、表

２－６のとおりとする。出来形管理以外の施工状況及び品質管理等に係わる工事写真の

撮影管理項目については、「写真管理基準(案)」（国土交通省各地方整備局）による。 

2）撮影方法 

撮影にあたっては、「１－６－２ 品質管理及び出来形管理写真基準」を参照されたい。

 

表 ２-６ 写真撮影箇所一覧表※ 

区分 
写真管理項目 

撮影項目 撮影頻度 提出頻度 

施工状況 図面との不一致 
図面と現地との不一

致の写真 
撮影毎に１回 
[発生時]※ 

代表箇所 

各１枚 

 

工種 
写真管理項目 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

掘削工 

土質等の判別 地質が変わる毎に１回[掘削中] 
代表箇所 

各１枚 
法長（法面） 計測毎に１回[掘削後]※ 

盛土工 

巻出し厚 200ｍに１回[巻出し時] 

代表箇所 

各１枚 
締固め状況 転圧機械又は地質が変わる毎に１回[締固め時] 

法長（法面） 
幅（天端） 

計測毎に１回[施工後]※ 

※斜体文字は、ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理の適用で、「写真管理基準(案)」（国

土交通省各地方整備局）を適用しない部分 

【解説】 

参考として、図２－４に写真撮影例を示す。 

 

図 ２-４ 写真撮影例 
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第２編 参考資料 

第１章 参考文献 

1）「土木工事共通仕様書」（国土交通省各地方整備局） 

2）「土木工事施工管理基準及び規格値(案)」（国土交通省各地方整備局） 

3）「写真管理基準(案)」（国土交通省各地方整備局） 

4）「土木工事数量算出要領(案)」（国土交通省各地方整備局） 

5）「工事完成図書の電子納品等要領」（国土交通省） 

6）「国土交通省 公共測量作業規程」（国土交通省） 

7）「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）」（国土交通

省） 
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第２章 ３次元設計データチェックシート 

第１節 道路土工 

 

 

平成   年   月   日 

                 工 事 名 ：              

                 受 注 者 名 ：              

                 作 成 者 ：           印  
 

３次元設計データチェックシート 

項目 対象 内容 
チェック

結果 

 １）基準点及び 

  工事基準点 
全点 

・監督職員の指示した基準点を使用しているか？  

・工事基準点の名称は正しいか？  

・座標は正しいか？  

 ２）平面線形 全延長 

・起終点の座標は正しいか？  

・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？  

・曲線要素の種別・数値は正しいか？  

・各測点の座標は正しいか？  

 ３）縦断線形 全延長 

・線形起終点の測点、標高は正しいか？  

・縦断変化点の測点、標高は正しいか？  

・曲線要素は正しいか？  

 ４）出来形横断面 

   形状 
全延長 

・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？  

・基準高、幅、法長は正しいか？  

 ５）３次元設計 

   データ 
全延長 

・入力した２）～４）の幾何形状と出力する３次元設計デー

タは同一となっているか？ 
 

※1 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。 

※2 受注者が監督職員に様式－１を提出した後、監督職員から様式－１を確認するための資料の請

求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提示するものとする。 

・工事基準点リスト（チェック入り） 

・線形計算書（チェック入り） 

・平面図（チェック入り） 

・縦断図（チェック入り） 

・横断図（チェック入り） 

・３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物） 

※ 添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合は、これに替えることができ

る。 

 

 

 

（様式－１） 
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第２節 河川土工 

             

平成   年   月   日 

                 工 事 名：              

                 受 注 者 名：              

                 作 成 者：           印  
 

３次元設計データチェックシート 

項目 対象 内容 
チェック

結果 

 １）基準点及び 

  工事基準点 
全点 

・監督職員の指示した基準点を使用しているか？  

・工事基準点の名称は正しいか？  

・座標は正しいか？  

 ２）平面線形 全延長 

・起終点の座標は正しいか？  

・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？  

・曲線要素の種別・数値は正しいか？  

・各測点の座標は正しいか？  

 ３）縦断線形 全延長 

・線形起終点の測点、標高は正しいか？  

・縦断変化点の測点、標高は正しいか？  

・曲線要素は正しいか？  

 ４）出来形横断面 

   形状 
全延長 

・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？  

・基準高、幅、法長は正しいか？  

 ５）３次元設計 

   データ 
全延長 

・入力した２）～４）の幾何形状と出力する３次元設計デー

タは同一となっているか？ 
 

※1 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。 

※2 受注者が監督職員に様式－１を提出した後、監督職員から様式－１を確認するための資料の請

求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提示するものとする。 
・工事基準点リスト（チェック入り） 
・法線の中心点座標リスト（チェック入り） 
・平面図（チェック入り） 
・縦断図（チェック入り） 
・横断図（チェック入り） 
・３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物） 

※ 添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合は、これに替えることができ

る。 

 

（様式－１） 
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第３章 ３次元設計データの照査結果資料の一例 

第１節 道路土工 

・工事基準点リスト（チェック入り） 
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・線形計算書（チェック入り）（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平面図（チェック入り）（例） 
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・縦断図（チェック入り）（例） 

 
 

・横断図（チェック入り）（例） 
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・横断図（重ね合わせ機能の利用）（例） 

 

 

・３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物）（例） 

 

 

 

 

  

３次元設計データ ３次元設計データと発注図面の重ね合わせ 
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第２節 河川土工 

・工事基準点リスト（チェック入り） 
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・平面図（チェック入り）（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法線の中心点座標リスト部分を拡大 

（チェック入り）（例） 
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・縦断図（チェック入り）（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・横断図（チェック入り）（例） 
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・横断図（重ね合わせ機能の利用）（例） 

 

 

・３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物）（例） 

 

 

 

 

 

 

 

３次元設計データ ３次元設計データと発注図面の重ね合わせ 
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第４章 ＴＳ（ノンプリズム方式）の精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書 

現場におけるＴＳ（ノンプリズム方式）の測定精度を確認するために、現場に設置した２

箇所以上の計測点を設定し、ＴＳ（プリズム方式）とＴＳ（ノンプリズム方式）で計測した

計測結果精度確認試験を行う。 

【測定精度】 

計測範囲内で平面精度±20mm、鉛直精度±20mm 以内 

【解説】 

受注者は、計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上となる位置に 2 点以上の計測点を

設定し、ＴＳ（プリズム方式）とＴＳ（ノンプリズム方式）で計測した計測結果を比較し、その

差が適正であることを確認する。 
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ＴＳ（ノンプリズム方式）の精度確認試験実施手順書（案） 

 

１．実施時期 

ＴＳ（ノンプリズム方式）の精度確認は、現場の計測と同時に実施することも可能であるが、

利用までにその精度確認試験を行うことが望ましい。 

受注者は、本精度確認により、ノンプリズム方式にて所要の計測値が得られる場合に限り、こ

れを確認した計測条件、視準距離の範囲内で、ノンプリズム方式を出来形計測に適用することが

できる。 

 

２．実施方法 

① 計測点の設定 

計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上となる位置に 2 点以上の計測点を設定す

る。 

② ＴＳ（プリズム方式）による計測 

計測点にプリズムを設置する。プリズムを付けるピンポールには、先端が平らなものを用い、

ピンポール先端が路面の窪みに刺さらないようにする。ピンポールの下に平滑で小さいプレ

ートを設置してもよい。この場合プレートの厚みを高さ計測値から差し引く。 

プリズムをＴＳで視準し３次元座標を計測する。 

③ ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測 

プリズム方式による計測完了後、そのままプリズムを立てた状態を保ちながら、望遠鏡内の

十字線をピンポールに沿わせて、ピンポール先端（石づき等）に合わせる。 

ピンポールやプレートを計測点から外し、ノンプリズム方式にて３次元座標を計測する。 

 

 
 

図－１ プリズムを視準する位置 
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４．評価基準 

プリズム方式とノンプリズム方式で計測した計測結果を比較し、その差が適正であることを確

認する。 

表－１ 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

ＴＳ（プリズム方式）とＴＳ（ノン

プリズム方式）の計測座標値の較差

平面座標 ±20mm 以内 

標高差  ±20mm 以内 
現場内 2 箇所以上 

 

５．実施結果の記録 

精度確認の実施結果を記録・提出する。 
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精度確認試験結果報告書 

 

計測実施日：平成 29 年 3 月 26 日 

機器の所有者・試験者あるいは精度管理担当者：（株）○○測量 

精度 太郎 印 

 

精度確認の対象機器 

メーカ：㈱ＡＢＣ社 

測定装置名称：TS9800 

測定装置の製造番号：T0123 

写真 

 

 

 

 

 

 

検証機器（真値を計測する測定機器） 

□ＴＳ  ：３級ＴＳ以上 

□機種名（級別○級） 

写真 

 

 

 

 

 

 

 

測定記録 

測定期日：平成29年3月26日 

測定条件：天候 晴れ 

気温８℃ 

測定場所：(株)〇〇〇〇 

現場内にて 

検証機器と既知点の距離：    m 

 

写真 

 

 

 

 

 

 

精度確認方法 

■ＴＳ（プリズム方式）とＴＳ（ノンプリズム

方式）の各座標の較差 

 

 

 

 

  

（様式－２） 

レ
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・精度確認試験結果（詳細） 

① 真値の計測結果（ＴＳ（プリズム方式）） 

 

 
 

 

 

 

真値の計測結果（ＴＳ（プリズム方式）） 

 Ｘ Ｙ Ｚ 

１点目 44044.720  -11987.655 17.890  

２点目 44060.797  -11993.390 17.530  

② ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測結果 

計測状況写真 

 
 

 

 

 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測結果 

 Ｘ’ Ｙ’ Ｚ’ 

１点目 44044.729  -11987.665 17.901  

２点目 44060.812  -11993.404 17.543  

③ 差の確認（測定精度） 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測結果（Ｘ’,Ｙ’,Ｚ’） 

― 真値の計測結果（Ｘ,Ｙ,Ｚ） 

 

 

 

 

Ｘ成分（最大） ＝0.015m（15mm）；合格（基準値±20mm 以内） 

Ｙ成分（最大） ＝0.014m（14mm）；合格（基準値±20mm 以内） 

Ｚ成分（最大） ＝0.013m（13mm）；合格（基準値±20mm 以内） 

既知点の座標間較差 

 ΔＸ ΔＹ ΔＺ 

１点目 0.009 0.010 0.011 

２点目 0.015 0.014 0.013 
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第５章 ＧＮＳＳによる観測値の点検手順書及び点検記録簿 

現場におけるＧＮＳＳによる観測値の精度を確認するために、計測の開始時と終了時にＧ

ＮＳＳを用いた座標の計測を行い、観測値の点検を行う。 

【測定精度】 

各座標値の較差 平面座標 ±20mm 以内、標高差  ±30mm 以内 

【解説】 

受注者は、計測の開始時と終了時にＧＮＳＳを用いた座標の計測を行い、既知点などの真値と

比較し、その差が適正であることを確認する。 
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ＧＮＳＳによる観測値の点検手順書（案） 

 

１．実施時期 

ＧＮＳＳによる観測値の点検は、計測毎に行うこととする。点検は、連続する計測の開始時と

終了時に実施する。 

 

２．実施方法 

現場に設置した既知点を使用し、計測の開始時と終了時にＧＮＳＳを用いた座標の計測を行う。 

 

図－１ 点検の実施方法 

 

３．既知点の設置 

真値となる座標値は、基準点あるいは、工事基準上などの既知点の座標値や、基準点及び工事

基準点を用いて測量した座標値を利用する。 

 

４．評価基準 

ＧＮＳＳによる計測結果を既知点などの真値と比較し、その差が適正であることを確認する。 

 

表－１ 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

各座標値の較差 
平面座標 ±20mm 以内 

標高差  ±30mm 以内 
計測の開始時と終了時 

 

５．実施結果の記録 

観測値の点検結果を記録・提出する。 
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平成  年  月  日 

                 工 事 名：               

                 受 注 者 名：               

                 作 成 者：             印 

 

GNSS による観測値の点検記録簿 
 

・観測値の点検記録 

実施日 既知点 計測結果 座標間較差 判定基準

平成 29 年 3 月 26 日 

開
始
時 

X 16027.322 X’ 16027.320 ΔX -0.002( -2mm) 
ΔX≦ 
±20mm 

Y -88085.029 Y’ -88085.024 ΔY -0.005( -5mm) 
ΔY≦ 
±20mm 

Z 179.698 Z’ 179.682 ΔZ -0.016(-16mm) 
ΔZ≦ 
±30mm 

終
了
時 

X 16011.757 X’ 16011.750 ΔX -0.007(-7mm) 
ΔX≦ 
±20mm 

Y -88095.987 Y’ -88095.987 ΔY 0.000( 0mm) 
ΔY≦ 
±20mm 

Z 180.134 Z’ 180.157 ΔZ 0.023(23mm) 
ΔZ≦ 
±30mm 

平成○○年○月○日 

開
始
時 

X  X’  ΔX  
ΔX≦ 
±20mm 

Y  Y’  ΔY  
ΔY≦ 
±20mm 

Z  Z’  ΔZ  
ΔZ≦ 
±30mm 

終
了
時 

X  X’  ΔX  
ΔX≦ 
±20mm 

Y  Y’  ΔY  
ΔY≦ 
±20mm 

Z  Z’  ΔZ  
ΔZ≦ 
±30mm 

平成○○年○月○日 

開
始
時 

X  X’  ΔX  
ΔX≦ 
±20mm 

Y  Y’  ΔY  
ΔY≦ 
±20mm 

Z  Z’  ΔZ  
ΔZ≦ 
±30mm 

終
了
時 

X  X’  ΔX  
ΔX≦ 
±20mm 

Y  Y’  ΔY  
ΔY≦ 
±20mm 

Z  Z’  ΔZ  
ΔZ≦ 
±30mm 

※本様式で不足する場合は、本様式を複製し記載する。 

 

 

 

（様式－３） 


